
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

旧
栃
木
警
察
署
跡
地
土
地
利
用
方

針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

　
旧
栃
木
警
察
署
跡
地
を
活
用
し
た

ま
ち
な
か
の
魅
力
と
活
力
と
賑
わ
い

の
創
出
の
た
め
、
旧
栃
木
警
察
署
跡

地
土
地
利
用
方
針
（
案
）
を
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。
こ
の
案
に
対
す
る
皆

さ
ん
の
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の

方
／
市
内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
個

人
、
法
人
等
／
市
税
の
納
税
義
務
者

／
本
方
針
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

募
集
期
間
　
４
月
25
日
（
火
）
～
５

月
24
日
（
水
）

閲
覧
場
所
　
市
街
地
整
備
課
（
本
庁

舎
３
階
）、市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
同

４
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り

推
進
課
、
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・
寺

尾
・
国
府
の
各
公
民
館
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

提
出
方
法
　
閲
覧
場
所
に
あ
る
意
見

書
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
次
の
窓
口
に
直
接
ま
た

は
問
合
先
へ
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
窓
口
　
市
街
地
整
備
課
、
各
総

合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
、大
宮・

皆
川
・
吹
上
・
寺
尾
・
国
府
の
各
公

民
館
窓
口
（
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分
）

そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
意
見
は
後
日

公
表
し
ま
す
。（
住
所
・
氏
名
等
は

非
公
表
）
意
見
に
対
す
る
個
別
回
答

は
し
ま
せ
ん
。

問 

市
街
地
整
備
課  

☎
（21）
２
３
０
９

平
川
土
地
区
画
整
理
事
業　

事
業

計
画
（
案
）
の
縦
覧

　
小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
平
川
土

地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画（
案
）

（
第
１
回
変
更
）
を
次
の
と
お
り
縦

覧
し
ま
す
。

　
こ
の
事
業
計
画
に
意
見
の
あ
る
方

は
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間
　
５
月
９
日
（
火
）
～
22

日
（
月
）
８
時
30
分
～
17
時
15
分

縦
覧
場
所
　
平
日　
市
街
地
整
備
課 

（
市
役
所
本
庁
舎
３
階
）

土
日　
市
役
所
本
庁
舎
１
階
宿
日
直

室意
見
書
提
出
方
法
　
５
月
９
日（
火
）

～
６
月
５
日
（
月
）
に
問
合
先
へ

問 

市
街
地
整
備
課  

☎
（21）
２
７
７
６

国
民
年
金
付
加
年
金
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
（
令
和
５
年
度

は
月
額
１
６
，
５
２
０
円
）
に
加
え

て
、付
加
保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）

を
納
め
る
こ
と
で
、
老
齢
基
礎
年
金

に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ
れ
、
受
給

す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

付
加
年
金
額
（
年
額
）
の
計
算
方
法

年
額
「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納

付
月
数
」

付
加
保
険
料
を
10
年
間
納
付
し
た
場

合
の
例

付
加
保
険
料
の
納
付
額

４
０
０
円
×
12
月
×
10
年
＝

４
８
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
↓

付
加
年
金
額
（
年
額
）

２
０
０
円
×
12
月
×
10
年
＝

２
４
，
０
０
０
円

　
10
年
間
で
計
４
８
，
０
０
０
円
の

付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
と
、
毎
年

２
４
，
０
０
０
円
の
付
加
年
金
を
受

け
取
れ
る
、大
変
お
得
な
制
度
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
と
の
併
用
加
入
は

で
き
ま
せ
ん
。

申
込　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域
づ
く

り
推
進
課
、
年
金
事
務
所

問 

栃
木
年
金
事
務
所
☎
（22）
４
１
３
１

　

保
険
年
金
課　

  
☎
（21）
２
１
３
４

自
動
車
税
（
県
税
）
／
軽
自
動
車

税
（
市
税
）
の
納
税
通
知
書
が
発

送
さ
れ
ま
す

　
納
期
限
は
５
月
31
日（
水
）で
す
。

納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

発
布
日　

自
動
車
税　

５
月
２
日

（
火
）
／
軽
自
動
車
税　

５
月
２
日

（
火
）　

内
容
　
令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動

車
継
続
検
査
時
に
「
納
税
証
明
書
の

提
示
」
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
し
た

が
、
納
税
証
明
書
の
提
示
が
不
要
に

な
る
納
付
確
認
に
納
付
か
ら
通
常
２

週
間
前
後
か
か
り
ま
す
。
お
急
ぎ
で

納
付
後
す
ぐ
に
継
続
検
査
を
申
請
し

た
い
場
合
に
は
納
税
証
明
書
の
提
示

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
コ
ン
ビ

ニ
や
取
扱
金
融
機
関
、
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
・
郵
便
局
、
市
役
所
窓
口
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
等
の
領
収
書
が
発

行
さ
れ
な
い
納
付
方
法
で
納
付
さ
れ

た
場
合
や
、
車
両
の
入
替
・
紛
失
等

で
納
税
証
明
書
が
な
い
場
合
は
市
役

所
窓
口
で
車
検
用
納
税
証
明
書
を
申

請
し
て
く
だ
さ
い
（
無
料
）。

軽
自
動
車
税
（
市
税
）
の
減
免
申
請

　
一
定
の
条
件
の
も
と
申
請
に
よ
り

軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

対
象　
車
い
す
移
動
車
等
構
造
改
造

車
を
お
持
ち
の
方
／
心
身
障
が
い
者

／
収
益
事
業
を
行
わ
な
い
公
益
社
団

法
人
等
（
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
専

用
す
る
軽
自
動
車
）

　
減
免
申
請
受
付
は
５
月
31
日（
水
）

ま
で
で
す
。
納
税
通
知
書
が
届
き
ま

し
た
ら
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問 

自
動
車
税
（
県
税
）

　

 

県
税
事
務
所    

☎
（23）
３
４
１
１　

　

 

軽
自
動
車
税
（
市
税
）

 　
税
務
課 　
　
　

☎
（21）
２
２
６
１

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
の
発
送

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
毎

年
１
月
１
日
に
市
内
に
土
地
・
家

屋
・
償
却
資
産
を
所
有
す
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
納
め

ま
し
ょ
う
。
家
屋
の
新
増
築
ま
た
は

取
壊
し
等
を
し
た
と
き
は
、
税
務
課

資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

発
布
日　
５
月
１
日
（
月
）

納
期
限　
全
期
・
第
１
期　
５
月
31

日（
水
）／
第
２
期　
７
月
31
日（
月
）

／
第
３
期　
10
月
２
日
（
月
）
／
第

４
期　

 

11
月
30
日
（
木
）

問 

税
務
課 

資
産
税
係☎

（21）
２
２
７
１

固
定
資
産
税
・
軽
自
動
車
税
の
納

税
通
知
書
が
変
わ
り
ま
し
た

　
令
和
５
年
度
発
行
の
納
税
通
知

書
か
ら
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

（eL-Q
R

）
の
印
字
が
さ
れ
、
全
国

のeL-Q
R

対
応
の
金
融
機
関
お
よ

び
各
種
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
で
納
付
が

で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
詳
し
く
は

「
地
方
税
お
支
払
サ

イ
ト
」
を
確
認
く
だ
さ
い
。

　
領
収
書
が
必
要
な
方
は
市
役
所
窓

口
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
金

融
機
関
窓
口
で
の
お
支
払
い
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
株
式
会
社
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

問 

税
務
課 

　

 

固
定
資
産
税    

☎
（21）
２
２
７
１

 　
軽
自
動
車
税　

 

☎
（21）
２
２
６
１

春
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み
運
動

　
『
高
め
よ
う
！
と
ち
ぎ
の
交
通
マ

ナ
ー
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た
が
主

役
で
す
」』
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
交
通

安
全
意
識
の
浸
透
や
交
通
事
故
防
止
の

徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
春
の
交
通

安
全
県
民
総
ぐ
る
み
運
動
が
実
施
さ
れ

ま
す
。
こ
の
時
期
は
入
学
や
就
職
等
で

多
く
の
人
が
新
生
活
を
迎
え
、
慣
れ
な

い
通
学
・
通
勤
途
中
に
お
け
る
交
通
事

故
の
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
あ

ら
た
め
て
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
交
通

マ
ナ
ー
の
実
践
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

期
間
　
５
月
11
日（
木
）～
20
日（
土
）

問 

交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
１

５
月
12
日
は
民
生
委
員
児
童
委
員

の
日

　
市
で
は
、
３
８
７
名
の
民
生
委
員

児
童
委
員
お
よ
び
主
任
児
童
委
員
が

活
動
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
に
寄
り
添
い
、
地
域
の
皆
さ

ん
の
よ
き
相
談
相
手
と
し
て
様
々
な

相
談
に
応
じ
、
行
政
や
適
切
な
支
援

サ
ー
ビ
ス
へ
の
「
つ
な
ぎ
役
」
と
し

て
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
民
生
委
員

児
童
委
員
に
は
守
秘
義
務
（
民
生
委

員
法
第
15
条
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、

相
談
内
容
や
個
人
情
報
は
守
ら
れ
ま

す
。
何
か
心
配
ご
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
地
域
の
民
生
委
員
児
童
委
員
へ

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
時
は
ご
相
談
を

・
子
ど
も
に
関
す
る
こ
と
（
妊
娠
、

子
育
て
、
虐
待
な
ど
）

・
高
齢
者
に
関
す
る
こ
と
（
介
護
、

看
護
等
）

・
障
が
い
児
・
障
が
い
者
に
関
す
る

こ
と
（
障
が
い
者
手
帳
の
交
付
等
）

・
そ
の
他
、
生
活
全
般
に
関
す
る
こ

と
（
健
康
、医
療
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

生
活
費
等
）

問 

栃
木
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会
連
合
会
（
福
祉
総
務
課
内
）　

☎
（21）
２
２
０
１

不
動
産
期
間
公
売
の
お
知
ら
せ

　
市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
不
動
産
を
公
売
し
ま
す
。

入
札
期
間
　
５
月
24
日
（
水
）
～
31

日
（
水
）

開
札
日
　
６
月
１
日
（
木
）

売
却
決
定
の
日
時
　
６
月
22
日（
木
）

10
時

買
受
代
金
納
付
期
限
　
６
月
22
日

（
木
）
14
時

公
売
会
場
　
市
役
所
本
庁
舎

公
売
方
法
　
期
間
入
札

※
物
件
の
詳
細
な
情
報
や
入
札
書

等
の
様
式
・
提
出
方

法
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

※
収
税
課
で
は
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
で
も
動
産

や
不
動
産
の
公
売
を

実
施
し
て
お
り
ま

す
。

問 

収
税
課　
　
　

  

☎
（21）
２
２
８
１

家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
設
置
費
補

助
金
に
つ
い
て

　
家
庭
の
生
ご
み
の
「
資
源
化
・
減

量
化
」
や
「
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
」

に
協
力
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
（
令
和

５
年
度
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
設
置

費
補
助
金
）

対
象　

市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

居
住
し
て
い
る
方
（
市
税
に
滞
納
が

あ
る
方
を
除
く
）。
※
市
内
に
設
置

で
き
る
場
所
が
あ
り
、
生
ご
み
を
堆

肥
化
・
減
量
化
で
き
る
こ
と
、
ま
た

で
き
た
堆
肥
を
市
内
で
自
家
処
理
で

き
る
方
に
限
り
ま
す
。

補
助
金
額　

①
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器

購
入
費
の
１
／
２
の
額
（
限
度
額

５
千
円　
１
世
帯
２
台
ま
で
）

②
堆
肥
化
促
進
剤
専
用
容
器　

購
入
費
の
１
／
２
の
額
（
限
度
額

５
千
円　
１
世
帯
２
台
ま
で
）

③
電
気
式
生
ご
み
処
理
機　

購
入
費
の
１
／
２
の
額
（
限
度
額

２
万
円　
１
世
帯
１
台
ま
で
）

※
①
・
②
は
３
年
以
内
、
③
は
５
年

以
内
に
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
方

は
利
用
で
き
ま
せ
ん

※
購
入
費
は
本
体
価
格
と
消
費
税
で

す
（
附
属
品
、
別
売
品
、
送
料
、
工

事
費
、
ポ
イ
ン
ト
充
当
分
等
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
）

申
請
方
法　

購
入
後
６
か
月
以
内

に
、
領
収
書
、
カ
タ
ロ
グ
（
電
気
式

の
み
）、
所
定
の
申
請
書
と
請
求
書

（
問
合
先
窓
口
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

設
置
）
を
、
ク
リ
ー
ン
推
進
課
ま
た

は
各
総
合
支
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。※
予
算
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

問 

ク
リ
ー
ン
推
進
課

☎
（31）
２
４
４
７

電
話
番
号
の
変
更

　
広
報
と
ち
ぎ
３
月
号
８
～
９
ペ
ー

ジ
掲
載
の「
市
の
組
織
を
一
部
見
直

し
ま
す
」内
に
変
更
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
準
備
室

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
準
備
係

☎
（21）
２
１
６
５

問 

総
務
人
事
課　

  

☎
（21）
２
３
４
２
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